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１ 期     日  平成３０年５月２４日（木）

２ 場     所  教育委員会室

３ 開     会 午後２時００分

４ 出 席 委 員 教  育   長      細 田 眞由美

教育長職務代理者   大 谷 幸 男

委 員          平 澤 奈 古

委 員      石 田 有 世

委 員          野 上 武 利

委 員          武 田 ちあき

５ 議場に出席した者

           副教育長              久保田  章 

管理部長              矢 部  武 

学校教育部長            平 沼  智

生涯学習部長            竹 居 秀 子

生涯学習総合センター館長      野 崎 隆 史

管理部参事兼学校施設課長      中 村 和 哉

学校教育部参事兼総合教育相談室長  藤 澤 美智子

学校教育部参事兼高校教育課長    吉 野 浩 一

教育総務課長            髙 木 泰 博

教育財務課長            栗 原 章 浩

教職員人事課長           澤 田 純 一

教職員給与課長           山 本 順 二

指導１課長             吉 田 賀 一

健康教育課長            山 本 高 弘

生涯学習総合センター副館長     大 嶋 真 浪

指扇公民館長            森 田 隆 之

桜木公民館長            黒 須 雄 児

６ 会議録署名委員  武 田 ちあき 



2 

７ 議事等の概要 

細田教育長 

書記 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

それでは、ただいまから教育委員会会議を開会いたします。

本日は、傍聴を希望する方は、いらっしゃいますか。

１名いらっしゃいます。

 本日は、会議の傍聴を希望する方がいらっしゃいますが、許可して

よろしいでしょうか。

＜異議なし＞

 それでは、傍聴を許可します。本日の会議録の署名委員は、武田委

員にお願いいたします。

本日の会議に、議案第４１号「さいたま市教職員の人事について」

４２号「さいたま市教職員の退職手当について」、４３号「訴えの提

起について」を追加提出いたします。本日の議案第３８号、３９号、

４３号は議会に係る案件、議案第４１号、４２号は人事に係る案件、

議案第４０号は個人情報を取り扱う案件であることから非公開とす

ることをお諮りしたいと思いますが、委員の皆さんいかがでしょう

か。

＜異議なし＞

それでは、出席委員全員の賛成をいただきましたので、本日の議案

は全て非公開といたします。傍聴の方に申し上げます。ただ今決まり

ましたとおり、ここからの審議につきましては、非公開となりますの

で、御退室ください。本日の会議の順番ですが、議案第４１号、４２

号、３９号、３８号、４０号、４３号の順で行うことといたします。

議案第４１号 さいたま市教職員の人事について 

議案第４２号 さいたま市教職員の退職手当について 

＜非公開案件につき内容は省略＞

＜議案は原案どおり可決＞ 

議案第３９号 平成３０年度さいたま市一般会計補正予算（教育費）について 

細田教育長 それでは再開します。続きまして、議案第３９号につきまして、事

務局から説明をお願いします。
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教育財務課長 始めに提案理由でございますが、今回の補正予算のうち、歳入予算

は、学校における働き方改革の推進及びＳＮＳ等を活用した教育相談

の実施に関する国庫支出金について、歳出予算は、学校における働き

方改革の推進に関する事業の実施、ＳＮＳを活用した教育相談の実施

及び小・中学校のトイレ改修工事の設計業務等の実施にかかる経費に

ついて、市長に申出するものでございます。

資料の第１表「歳入歳出予算補正」でございますが、まず上段の「歳

入」につきまして、国庫支出金を合計１,２４２万４千円増額補正す

るもの、下段の「歳出」につきましては、教育費全体で３,２０８万

３千円を増額補正するものでございます。

補正予算の概要について御説明したいと思います。まず、歳入につ

きまして、教育費国庫補助金の「教育支援体制整備事業費補助金」に

つきましては、文部科学省によるＳＮＳ等を活用した相談体制の構築

事業に対する国庫補助金です。１,０００万円を上限とした定額の補

助金で、今回の補正額は歳出補正額と同額の９８３万８千円となって

おります。

続きまして、教育費委託金の「学校現場における業務改善加速事業

委託金」は、文部科学省による公募事業であります「学校現場におけ

る業務改善加速事業」に係る委託金で、今回の補正額は歳出補正額と

同額の２５８万６千円となっております。

次に歳出でございますが、「事務局運営事業（教職員人事課）」でご

ざいますが、学校現場における働き方改革の推進に関し、外部専門家

による分析や助言、管理職等に対する研修会、教員や教員志望者の意

識改革や地域が関わる部活動に関する研究を実施するものです。歳出

補正額は２５８万６千円、文部科学省の委託事業であり、財源は全額

国からの委託金となります。次に総合教育相談室所管の「教育相談推

進事業」でございますが、ＳＮＳ等を活用した教育相談の在り方につ

いて研究を進めるため、市立の中・高等学校の生徒を対象に悩み全般

の相談をＳＮＳで受け付けるものです。今回、実際に相談を受け付け

るのは、事業スケジュールにもありますとおり平成３０年８月から９

月にかけての４０日間を予定しており、歳出補正額は９８３万８千円

で、財源は全額国庫補助金となります。

次のページを御覧ください。上段が「小学校営繕事業」、下段が「中

学校営繕事業」です。いずれも所管は学校施設課で、今回はトイレ改

修工事の実施に向け、アスベスト分析調査及び実施設計を行うもので

す。設計等を行う学校は小学校、中学校とも３校ずつ、事業スケジュ

ールにありますとおり７月より設計等に着手し、年度内に設計等を完

了させるものです。歳出補正額は「小学校営繕事業」が９９９万９千
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大谷委員 

教職員人事課長 

大谷委員 

教職員人事課長 

大谷委員 

教職員人事課長 

野上委員 

大谷委員 

円、「中学校営繕事業」が９６６万円、財源は全て一般財源となりま

す。

以上で説明を終わります。

教職員人事課の事務局運営事業について、主な事業に学校現場にお

ける業務改善加速事業とありますが、外部専門家というのは具体にど

ういう方を指すのでしょうか。

 民間企業関係者、ＰＴＡ関係者、大学関係者を招き、それぞれの視

点から本市における業務改善策について分析、助言をいただき、さら

なる業務改善につなげる予定でございます。

 分析については、どのように行うのでしょうか。専門家が学校に入

って教員の働き方をチェックするのか、それとも机上で行うのでしょ

うか。また、助言についてはかなり専門性がないとできないと思いま

すが、その点を教えてください。

 年３回、本市の業務改善に対する分析、助言をいただくものであり、

我々が行うアンケートの結果を専門家に分析してもらい、次年度どの

ような改善をしていくかについてアドバイスをいただくものでござ

います。専門性ということですが、現在は、埼玉県経営者協会に御協

力いただき、人選をお願いしているところでございます。

教職員の働き方改革については、部活動の指導や、教科指導、授業

の準備など実際に何日か現場を見てもらわないと、アンケートだけで

理解できるのか不安ですが、どうでしょうか。

御指摘のとおり、授業、教科、部活動など、アンケートだけでなく

そのあたりのことも含めて提案させていただければと思います。そう

いうことを行うことにより、子供と向き合う時間を確保しながら、教

育の質の向上を図っていきます。また、教職員の意識改革を図るとと

もに持続可能な制度を確立していくよう検討してまいります。

この件に関しては、どう進捗しているのか経営者協会に聞いたこと

はございませんが、自ら行うことができる領域の話ではないと思うの

で、おそらくどの実施業者がいいのかということを抽出しているので

はないかと思います。

是非、経営者協会や野上委員のお知恵も借りて、実のあるものにし
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石田委員 

総合教育相談室

長 

石田委員 

総合教育相談室

長 

石田委員 

総合教育相談室

長 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

ていただきたい。

教育相談については、ＳＮＳを活用した相談は、８月から９月まで

ということで夏休みを特に指定したのか、それ以外の日はどうなので

しょうか。

今回は文部科学省の補正予算の中での事業ということで、予算の範

囲内で行うということ、夏休み明け前の８月２２日から９月１０日と

いう子どもたちが一番揺れる時期、悩み相談が多い時期の４０日に限

定して相談を行うということを考えました。時間も午後５時から午後

１０時までに限定しております。

生徒への周知はどうするのですか。

さいたま市立学校の中高生を対象に行いますので、学校を通してＳ

ＮＳに通じるようなカードを全生徒に配付することを考えています。

これは継続的に行っていくのですか。

アセスメントを行い、本市の児童生徒の、今回は生徒ですが相談窓

口の一つのツールとして行いますので、これが必要なものなのか、ま

た、ＳＮＳの危険性等もしっかりと考察して、今後の子供たちの命を

守る相談事業につなげていきたいと考えております。

それでは、議案第３９号につきましては、原案のとおりとしてよろ

しいですか。

＜異議なし＞

出席委員全員の賛成により、原案のとおり可決されました。

議案第３８号 さいたま市授業料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

細田教育長 

高校教育課長 

続きまして、議案第３８号につきまして、事務局から説明をお願い

します。

提案理由につきまして、さいたま市立大宮国際中等教育学校が平成

３１年４月に開校することに伴い、入学選考手数料等の徴収について

定める必要があるため改正するものでございます。
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武田委員 

高校教育課長 

武田委員 

高校教育課長 

武田委員 

高校教育課長 

細田教育長 

具体的には、資料の新旧対照表を御覧ください。

改正後につきましては、中等教育学校において、授業料、進級料、

入学料及び入学選考手数料の規定を新たに設けるものでございます。

授業料は後期課程のみ徴収することとし、他の市立高等学校と同様、

市内生が年額１１万８，８００円、市外生が年額１８万円とするもの

でございます。

進級料は、前期課程を修了し、後期課程に進級する生徒に対し、高

等学校の入学料に相当する額を徴収するもので市内生５，６５０円、

市外生は７３，０００円とするものでございます。

入学料は、生徒が遠隔地へ転出した等の理由で欠員が生じた場合

に、後期課程への転入学又は編入学を認める可能性があることから進

級料と同額の規定を設けるものでございます。

また、入学選考手数料については、浦和中学校と同額の２，２００

円とするものでございます。

その他、第４条第３項において、入学選考手数料は「入学願書の提

出の日までに徴収する」といたしまして、入学願書提出前になります

が、納付書で納付できるよう、規定の整備を行うものでございます。

なお、施行期日は平成３０年１０月１日でございます。

以上で説明を終わります。

市外生について確認したいのですが、浦和中学校はさいたま市に住

民票が無いといけないと思うのですが、今回の中等教育学校は市外生

でも良いということなのでしょうか。

出願資格は浦和中学校と同様に市内に在住ということを原則とし

ております。

市外生という記載があるのはどのような理由でしょうか。

例えば前期課程は市内在住だった方が転居した場合、後期課程では

それを認めることにしております。

市外生というのはそういう事情でたまたまそういうことになった

方ということですか。

それもありますし、後期課程で欠員が生じた場合に転編入を認めま

すので、市外からの受験生も入る可能性があるということです。

今の点について、改めてもう一度説明をしてください。
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高校教育課長 

大谷委員 

高校教育課長 

細田教育長 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

中等教育学校の入学資格は市内在住を原則としており、具体的には

出願時に保護者と同居している者でさいたま市内に住所を有し、引き

続き原則さいたま市に居住し、かつ、通学することができる者として

おります。浦和中学校も同様ですが、後期課程は通常の高校と同じ扱

いと考えておりますので、欠員が生じた場合、後期課程の部分で入学

試験を実施するわけでなく転編入がありうるということです。ただし

この対象となるのは、現段階では中等教育学校を対象としておりま

す。

前期で欠員が生じ、後期で１名欠員が生じた場合に、例えば上尾市

立の中学校の卒業生は転編入の資格はあるのでしょうか。

現段階ではその資格は無いと考えております。市内の中学校でも同

様でございます。

在外教育施設の日本人学校の修了者又は日本国内の他の中等教育

学校もしくはそれらに相当する学校に在籍していた生徒で保護者の

転居等に伴いさいたま市内に在住となる見込みがある者については、

欠員が出た場合は、転編入の許可をする可能性があるので、ここに設

けているものでございます。

それでは、議案第３８号につきましては、原案のとおりとしてよろ

しいですか。

＜異議なし＞

出席委員全員の賛成により、原案のとおり可決されました。

議案第４０号 行政情報一部開示決定に係る審査請求について 

＜非公開案件につき内容は省略＞

＜議案は原案どおり可決＞ 

議案第４３号 訴えの提起について 

細田教育長 それでは、再開します。続きまして、議案第４３号につきまして、

事務局から説明をお願いします。
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桜木公民館長 「訴えの提起」につきましては、平成３０年５月１８日に東京高等

裁判所より判決が言い渡されました損害賠償請求控訴事件の判決に

対し、上告期限の６月１日までに、民事訴訟法第３１１条に基づき最

高裁判所に上告し、同法第３１８条に基づき上告受理を申し立てるこ

とについて、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、訴え

の提起にはさいたま市議会の議決を要することから、市長へ申し出る

ものです。関係法令については、資料に抜粋を掲載しておりますので、

適宜御覧ください。

参考資料を御覧ください。

１の裁判の概要ですが、平成２９年１０月１３日にさいたま地方裁

判所は、九条俳句不掲載損害賠償等請求事件の判決において、第１審

被告であるさいたま市に慰謝料約５万円の支払いを命じ、それ以外の

第１審原告の請求は棄却されました。この判決を不服とし､第１審原

告・第１審被告の双方が控訴していたもので、平成３０年３月１日に

開かれた第１回公判は即日結審し、判決は平成３０年５月１８日に言

い渡されました。

２の第２審の請求の趣旨ですが、第１審原告は、本件俳句の掲載と

約２００万円の慰謝料の支払い及び名誉回復措置を請求、第１審被告

であるさいたま市は、被告敗訴部分の取消しと第１審原告の請求の棄

却を求めていました。

３の第２審判決の主文は、（１）第１審被告の控訴に基づき、原判

決を次のとおり変更する。①被告は、原告に対し、５０００円及びこ

れに対する平成２６年７月１日から支払い済みまで年５分の割合に

よる金員を支払え。②第１審原告のその余の請求をいずれも棄却す

る。（２）第１審原告の本件控訴を棄却する。（３）第１審原告の当審

における追加請求を棄却する。（４）訴訟費用は、第１・２審を通じ

てこれを４００分し、その３９９を第１審原告の負担としその余を第

１審被告の負担とする。（５）この判決は第１項に限り仮に執行する

ことができる。というものです。

４の第２審の判決概要ですが、今回の判決で東京高裁は、第１審で

争われた争点１「本件合意の法的訴求力」、争点５「学習権の侵害」、

争点６「表現の自由の侵害」、争点７「公の施設の利用の侵害」等、

争点１から争点７まで及び追加請求していた「名誉棄損」については

原告の主張を棄却等としましたが、争点８の「三橋公民館が本件俳句

を掲載しなかったことは、原告の人格権ないし人格的利益を侵害した

か。」については、「公民館の職員らが、第１審原告の思想や信条を理

由として、本件俳句を掲載しないという不公正な取扱いをしたことに

より、第１審原告は、人格的利益を違法に侵害されたということがで

きる。」とし、国家賠償法上違法となると解するのが相当であるとし
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指扇公民館長 

野上委員 

桜木公民館長 

武田委員 

指扇公民館長 

ました。また、「ある事柄に関して意見の対立があることを理由に、

公民館がその事柄に関する意見を含む住民の学習成果をすべて本件

たよりの掲載から排除することは、そのような意見を含まない他の住

民の学習成果の発表行為と比較して不公正な取扱いとして許されな

いというべきである。」としました。そして、「原告の損害」において、

「第１審原告の侵害された人格的利益は、住民の公民館利用を通じた

社会教育活動の一環としてなされた学習成果の発表行為につき、公民

館の職員から、その思想、信条を理由に他の住民と比較して不公正な

取扱いを受けないという観点から法的保護に値するものであること、

その他本件に顕れた一切の事情を勘案すると第１審原告の人格的利

益が侵害されたことによる慰謝料は、５０００円とするのが相当であ

る。」としました。

５の上告の主な理由は、本件において職員は、本件たよりを編集・

発行するにあたり、俳句掲載の目的や平等性や公平性を考え、公正な

職務の遂行をしたもので、判決は容認できる内容ではないと判断し、

慎重な対応が必要であると考え、より上級の裁判所の判断を仰ぐた

め、市長に申出をするものです。

人格的利益という言葉は、例えば表現の自由、思想・信条の自由を

含むのか、その範囲を教えてください。

人格的利益につきましては、抽象的な表現にとどまっているもの

で、具体的な表現は判決には書かれておりません。

今回の高裁判決で、掲載請求権は否定されたのでしょうか。

掲載請求権は第１審と同様に否定されております。原告に公民館だ

よりの利用権はなく、掲載請求権も無いとしております。

議案書に今回の判決概要①から⑩までが示されていますが、①から

⑦までと⑩は棄却となり、⑧⑨だけが残っていると思いますが、④が

掲載請求権を有しないということになったのに⑧が残っていること

が疑問で、掲載権がないのに載せなかったのが違法であるというのは

矛盾しているように思いますがどういうことでしょうか。

これにつきましては、判決文に「特定の媒体による表現行為の制限

が表現者の表現の自由を侵害するというためには、表現者が、当該表

現手段の利用権を有することが必要と解される」と書かれております

が、それとは異なる趣旨の内容も書かれておりますので、この部分は
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細田教育長 

平澤委員 

指扇公民館長 

石田委員 

生涯学習総合セ

ンター館長 

大谷委員 

細田教育長 

大谷委員 

こちらが不服に思っている部分でもあります。

掲載請求権が無いにもかかわらず、今のような判決が出ていること

に対して私どももわからないので、この点を明確にしたいということ

から上告したいということが理由の一つでもあります。

損害賠償の額が５万円から５千円に減額した理由は判決文の中で

述べられているのでしょうか。

明確な理由は書かれておりません。私どもとしましては原告の人格

的利益の侵害における精神的被害の程度が５千円程度という低い額

にとどまると裁判所が評価したというふうに考えております。

５万円から５千円になり掲載請求権も無いということですが、上告

をする理由は何でしょうか。

ここで終わらせると、今回の判決の中で容認できない部分があり、

これを認めてしまうことになります。我々は原告の思想、信条を理由

に載せなかったわけではないと主張しております。上告をしないと思

想、信条を理由に不公正な取り扱いをしたと認めることになりますの

で、最高裁の判断を仰ぎたいと考えております。

判決の中で、原告の思想、信条を理由に不公正な取り扱いをしたと

された部分はどこでしょうか。

「第１審原告の思想、信条を理由に、これまでの他の住民が著作し

た秀句の取扱いと異なる不公正な取り扱いをしたものであり、これに

よって、第１審原告の上記人格的利益を違法に侵害したというべきで

ある」という部分で、我々はこの句について思想、信条を理由にこれ

までと違う扱いをしたわけではなく、あくまでも世論を２分する内容

については公民館だよりの公共性、中立性等を鑑みると載せるべきで

ないという考えであって、決して思想、信条を理由にして載せなかっ

たのではないというこれまでの主張については認められなかったの

で、このことについては不服に思い、上告するということでございま

す。

 金額とは裏腹に厳しい御指摘をいただいたということが言えるか

もしれないですね。
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 １審、２審とも判決内容は変わりませんが、そこの部分については

容認することができません。人格的利益を侵害した度合いが非常に小

さいとしても、そこを認めてもらえなかったということで上告をする

ということです。また、ここまで４年以上かかっており、最終的に我々

以外のところにも波及していますので、さいたま市としては最高裁の

判断を仰ぎ、冷静に対処すべき内容にまでなってしまっているのでは

ないかという判断でございます。

 企業でも金額としては極めて少額な裁判であるが、１０年、１５年

かかっていてもやらざるを得ないということがあります。他の部分は

容認できるが、この部分だけは看過できないという部分がまさに今回

御説明のあった部分だと思います。長くかかっているかもしれません

が、曲げてはいけない部分だと思います。

 野上委員のおっしゃるとおりで、非常に悩むところではあります

が、もし上告しなければ我々が以降反論する機会がありませんので、

我々の主張が認められていない限りは上告をして上級審に判断して

いただくべきであるという判断でございます。

 他に御意見がなければ議案第４３号につきましては、原案のとおり

としてよろしいですか。

＜異議なし＞

出席委員全員の賛成により、原案のとおり可決されました。

以上をもちまして、本日の教育委員会会議の議事を終了いたしま

す。

これにて、教育委員会会議を閉会いたします。

８ 閉     会      午後３時２８分


